
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号

獣
医
師
法
施
行
規
則

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
の
規
定
に
基
き
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
　
獣
医
師
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
収

入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
獣
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
書
類
。
た
だ
し
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
中
長
期
在
留
者
（
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
別
永
住
者
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）

の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

イ
　
戸
籍
謄
本

ロ
　
戸
籍
抄
本

ハ
　
住
民
票
の
写
し

ニ
　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

ホ
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

三
　
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
、
上
肢
の
機
能
若
し
く
は
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
薬
、
大
麻
若
し
く
は
あ
へ
ん
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

四
　
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
を
記
し
た
書
面
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
確
定
判
決
謄
本

（
心
身
の
障
害
に
よ
り
獣
医
師
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
一
条
の
二
　
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
獣
医
師
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

二
　
上
肢
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
獣
医
師
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
技
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
一
条
の
三
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
獣
医
師
の
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る

障
害
を
補
う
手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
獣
医
師
名
簿
の
登
録
事
項
）

第
二
条
　
法
第
六
条
の
獣
医
師
名
簿
に
は
、
左
の
事
項
を
登
録
す
る
。

一
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
（
法
附
則
第
九
項
の
獣
医
師
に
あ
つ
て
は
獣
医
師
法
（
大
正
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
登
録
年
月
日
）

二
　
本
籍
地
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
国
籍
）
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別

三
　
獣
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
た
年
月
（
法
附
則
第
九
項
の
獣
医
師
又
は
法
附
則
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
獣
医
師
に
あ
つ
て
は
旧
法
第
一
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
及

び
そ
の
資
格
を
得
た
年
月
）

四
　
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
法
附
則
第
十
項
の
処
分
を
含
む
。
）
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
事
由
、
年
月
日
及
び
業
務
の
停
止
期
間

五
　
免
許
証
を
書
換
交
付
し
、
又
は
再
交
付
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
事
由
及
び
年
月
日

（
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
）

第
三
条
　
獣
医
師
は
、
前
条
第
二
号
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
に
免
許
証
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
書
類
を
添
え
、
登
録
免
許
税
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
そ

の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
謄
本

二
　
戸
籍
抄
本

三
　
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
い
ず
れ
も
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

四
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

２
　
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
獣
医
師
名
簿
の
当
該
登
録
事
項
を
訂
正
し
、
免
許
証
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
。

（
免
許
の
取
消
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
を
受
け
よ
う
と
す
る
獣
医
師
は
、
免
許
証
を
添
え
て
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
精
神
障
害
の
届
出
）

第
四
条
の
二
　
獣
医
師
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該
獣
医
師
が
精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り
獣
医
師
の
業
務
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と
な
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け

出
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
死
亡
等
の
届
出
）

第
五
条
　
獣
医
師
が
失
踪
の
宣
告
を
受
け
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
八
十
七
条
又
は
同
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
義
務
者
は
、

そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
免
許
証
を
添
え
て
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
獣
医
師
名
簿
の
抹
消
）

第
六
条
　
前
条
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
そ
の
事
由
及
び
年
月
日
を
記
載
し
て
そ
の
者
の
登
録
事
項
を
抹
消
す
る
。

（
獣
医
師
免
許
証
）

第
七
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
獣
医
師
免
許
証
の
様
式
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
八
条
　
獣
医
師
が
免
許
証
を
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
獣
医
師
は
、
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
（
き
損
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と
。
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
免
許
証
を
再
交
付
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
し
た
後
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
再
交
付
を
受
け
た
後
、
亡
失
し
た
免
許
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
獣
医
師
は
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
獣
医
師
免
許
証
の
返
納
）

第
九
条
　
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
免
許
証
を
農
林
水
産
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
免
許
証
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
業
務
の
停
止
期
間
満
了
の
後
た
だ
ち
に
免
許
証
を
当
該
獣
医
師
に
返
還
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
通
知
の
方
式
）

第
九
条
の
二
　
法
第
八
条
第
三
項
の
通
知
は
、
意
見
の
聴
取
を
行
う
べ
き
期
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
定
さ
れ
る
処
分
の
内
容

二
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

２
　
前
項
の
通
知
に
係
る
文
書
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
て
弁
明
し
、
及
び
証
拠
を
提
出
し
、
又
は
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
弁
明
書
及
び
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
意
見
の
聴
取
が
終
結
す
る
時
ま
で
の
間
、
当
該
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
代
理
人
）

第
九
条
の
三
　
前
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
獣
医
師
（
以
下
「
当
該
獣
医
師
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
と
き
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
獣
医
事
審
議
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
任
し
た
代
理
人
を
解
任
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
参
加
人
）

第
九
条
の
四
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
獣
医
師
以
外
の
者
で
あ
つ
て
当
該
処
分
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
求

め
、
又
は
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
者
（
以
下
「
参
加
人
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
代
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
は
参
加
人
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
当
該
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
弁
明
書
等
の
提
出
）

第
九
条
の
五
　
当
該
獣
医
師
又
は
参
加
人
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
、
獣
医
事
審
議
会
に
対
し
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
ま
で
に
弁
明
書
及
び
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
前
項
の
弁
明
書
及
び
証
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
当
該
獣
医
師
の
不
出
頭
等
の
場
合
に
お
け
る
意
見
の
聴
取
の
終
結
）

第
九
条
の
六
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
当
該
獣
医
師
が
正
当
な
理
由
な
く
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
か
つ
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
明
書
若
し
く
は
証
拠
を
提
出
し
な
い
場
合
、
又
は
参
加
人
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
意

見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
改
め
て
弁
明
し
、
及
び
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
意
見
の
聴
取
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
獣
医
師
が
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
か
つ
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
明
書
又
は
証
拠
を
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
の
聴
取
の

期
日
へ
の
出
頭
が
相
当
期
間
引
き
続
き
見
込
め
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
弁
明
書
及
び
証
拠
の
提
出
を
求
め
、
当
該
期
限
が
到
来
し
た
と
き
に
意
見
の
聴
取
を
終
結
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
聴
取
調
書
及
び
報
告
書
）

第
九
条
の
七
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
意
見
の
聴
取
の
審
議
の
経
過
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し
、
当
該
調
書
に
お
い
て
、
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
に
対
す
る
当
該
獣
医
師
及
び
参
加
人
の
弁
明
の
要
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
書
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
議
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
各
期
日
ご
と
に
、
当
該
審
議
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
速
や
か
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
獣
医
事
審
議
会
は
、
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
速
や
か
に
、
当
該
事
案
に
係
る
獣
医
事
審
議
会
の
意
見
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
第
一
項
の
調
書
と
と
も
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
当
該
獣
医
師
又
は
参
加
人
は
、
第
一
項
の
調
書
及
び
前
項
の
報
告
書
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
委
任
規
定
）

第
九
条
の
八
　
前
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
獣
医
事
審
議
会
が
行
う
意
見
の
聴
取
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
獣
医
事
審
議
会
が
定
め
る
。

（
受
験
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
十
条
　
法
第
十
五
条
の
手
数
料
は
、
受
験
願
書
に
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
床
研
修
の
実
施
期
間
）

第
十
条
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
の
実
施
の
期
間
は
、
六
月
以
上
と
す
る
。

（
診
療
施
設
の
指
定
）

第
十
条
の
三
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
療
施
設
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
診
療
施
設
の
開
設
者
の
同
意
を
得
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
十
条
の
四
　
法
第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
行
う
診
療
施
設
の
長
の
報
告
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
一
年
間
に
行
つ
た
臨
床
研
修
の
実
施
の
期
間
及
び
参
加
人
数
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
薬
品
）

第
十
条
の
五
　
法
第
十
八
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
医
薬
品

二
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
た
医
薬
品

（
診
療
簿
及
び
検
案
簿
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
診
療
簿
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
診
療
の
年
月
日

二
　
診
療
し
た
動
物
の
種
類
、
性
、
年
齢
（
不
明
の
と
き
は
推
定
年
齢
）
、
名
号
、
頭
羽
数
及
び
特
徴

三
　
診
療
し
た
動
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
病
名
及
び
主
要
症
状

五
　
り
ん
告

六
　
治
療
方
法
（
処
方
及
び
処
置
）

２
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
検
案
簿
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
案
の
年
月
日

二
　
検
案
し
た
動
物
の
種
類
、
性
、
年
齢
（
不
明
の
と
き
は
推
定
年
齢
）
、
名
号
、
特
徴
並
び
に
所
有
者
又
は
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
死
亡
年
月
日
時
（
不
明
の
と
き
は
推
定
年
月
日
時
）

四
　
死
亡
の
場
所

五
　
死
亡
の
原
因

六
　
死
体
の
状
態

七
　
解
剖
の
主
要
所
見

（
診
療
簿
及
び
検
案
簿
の
保
存
期
間
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
牛
、
水
牛
、
し
か
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
診
療
簿
及
び
検
案
簿
に
あ
つ
て
は
八
年
間
、
そ
の
他
の
動
物
の
診
療
簿
及
び
検
案
簿
に
あ
つ
て
は
三
年
間
と
す

る
。

（
検
査
の
結
果
の
報
告
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
獣
医
師
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
獣
医
師
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
検
査
を
し
た
年
月
日
及
び
検
査
の
結
果
の
概
要

三
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
理
由

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
証
明
書
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
。

（
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
二
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
二
年
ご
と
の
年
は
、
昭
和
五
十
七
年
及
び
同
年
以
降
二
年
ご
と
の
各
年
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
二
条
（
法
附
則
第
十
一
項
後
段
及
び
法
附
則
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
左
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

獣
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
年
農
林
省
令
第
六
号
）

昭
和
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
二
号
）

獣
医
手
試
験
規
則
（
昭
和
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
三
号
）

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
三
一
日
農
林
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
二
月
三
日
農
林
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
二
九
日
農
林
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
五
月
一
八
日
農
林
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
二
八
日
農
林
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
二
日
農
林
水
産
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
不
具
者
」
を
「
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
」
に
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
農
林
水
産
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規
定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
六
日
農
林
水
産
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
五
日
農
林
水
産
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
獣
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
施
行
規
則
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
、
家
畜
等
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
等
に
関
す
る
省
令
、
肥
料
取
締
法
施
行
規
則
、
病
菌
害
虫
防
除
用
機
具
貸
付
規
則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
、
家
畜

改
良
増
殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫
規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
、
農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
、
専
門
技
術
員
資
格
試
験
等
に
関
す
る
省
令
、
農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
、
養
鶏
振

興
法
施
行
規
則
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
二
条
の
共
同
規
制
水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁
業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
、
漁

業
操
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
第
一
条
１
の
日
本
国
沿
岸
の
地
先
沖
合
の
公
海
水
域
に
お
け
る
漁
業
の
操
業
の
調
整
に
関
す
る
省
令
、
分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
、

農
林
水
産
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
ア
リ
モ
ド
キ
ゾ
ウ
ム
シ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
、
牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種
の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
無
税
を
適
用
す
る
馬
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
野
菜
栽
培
用

の
豆
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
ナ
シ
枝
枯
細
菌
病
菌
の
緊
急
防
除
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
省
令
及
び
イ
モ
ゾ
ウ
ム
シ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ

る
書
面
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

4



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
二
日
農
林
水
産
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
等
に
係
る
欠
格
事
由
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
八
日
農
林
水
産
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
農
林
水
産
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
四
日
農
林
水
産
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
農
林
水
産
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
二
五
日
農
林
水
産
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
九
日
農
林
水
産
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
農
林
水
産
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
農
林
水
産
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

6



第
一
号
様
式

第一号様式（昭五三農令四九・平一一農水令一・令元農水令二五・一部改正） 獣医師免許申請書 本籍地 収入印紙 現住所 消印をしな 氏名 いこと。 生年月日 獣医師の免許を受けたいから獣医師法施行規則第一条各号に掲げる書類を添えて申請する。 年月日 氏名 農林水産大臣殿 備考免許証に旧姓又は通称（住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）第三十条の二十六第一項に定めるものをいう。以下同じ。）の併記の希望がある場合には、その旨記載する。  
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第
二
号
様
式

第二号様式（昭五三農令四九・平一一農水令一・令元農水令二五・一部改正） 獣医師名簿登録事項変更申請書 新本籍地 収入印紙 旧本籍地 消印をしな 現住所 いこと。 新氏名 旧氏名 生年月日 右のように変更したから獣医師法施行規則第三条第一項に掲げる書類を添えて申請する。 年月日 氏名 農林水産大臣殿 備考免許証に旧姓又は通称の併記の希望がある場合には、その旨記載する。  
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第
三
号
様
式

第三号様式（昭五三農令四九・令元農水令二五・一部改正） 獣医師免許証 本籍（国籍） 氏名 生年月日 右の者は、獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）第六条の獣医師名簿第号に登録され獣医師の免許を与えられた事を証する。 年月日 農林水産大臣 備考免許の申請、登録事項変更申請及び再交付申請の際、申請者から旧姓又は通称の併記の希望があつた場合には、氏名と併せて記載する。  
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第
四
号
様
式

第四号様式（昭五三農令四九・平一一農水令一・令元農水令二五・一部改正） 獣医師免許証再交付申請書 本籍地 現住所 氏名 生年月日 登録年月日 登録番号 獣医師免許証を亡失 き損 したので再交付されたく申請する。 事由 年月日 氏名 農林水産大臣殿 備考免許証に旧姓又は通称の併記の希望がある場合には、その旨記載する。  
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第
五
号
様
式

第五号様式 （昭五三農令三一・昭五三農令四九・平元農水令二七・平四農水令四三・平一二農水令五・令元農水令一・令二農水令八三・一部改正） 表面 獣医師法による検査員証 第号 令和年月日発行 所属 氏名 生年月日 右の者は、獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）第 二十一条第三項の規定による検査をする職権を有することを 証明する。 所属長職氏名 裏面 写真 獣医師法（抄） 第二十一条（第一項及び第二項省略） 3農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるとき は、その職員に、獣医師について、診療簿又は検案簿を検 査させることができる。 （第四項省略） 5第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、そ の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたとき は、これを提示しなければならない。  

11



第
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